
             
■指導行政のポイント 

 

                                       

平成 16 年 12 月 24 日，文部科学省および厚生労
働省の合同会議から，「就学前の教育・保育を一体
として捉えた一貫した総合施設について」（審議の

まとめ）が公表された。 
    制度は変えないで新たな枠組み 
 予算編成期の慌ただしいなかで公表されたことも

あり，審議のまとめは，あまりニュースにならなか
ったが，長年の懸案である幼保一元化に向けて一歩
を踏み出した重要文書である。 

 政府は，昨年３月「規制改革・民間開放推進３か
年計画」を閣議決定し，そのなかで，①就学前の教
育・保育を一体として捉えた総合施設を設置する，

②平成 16 年度中に基本的な考えをとりまとめ，平
成 17 年度に試行事業や必要な法整備等を行う，③
平成 18 年度から本格実施する，という基本方針を

打ち出した。 
 これを受けて，文部科学省と厚生労働省は，昨年
５月，中央教育審議会幼児教育部会と社会保障審議

会児童部会の合同会議を設置し，就学前の教育・保
育を一体として捉えた総合施設のあり方について検
討を進めてきた。今回の審議のまとめは，その合同

会議における審議結果である。 
 審議のまとめが提言する「幼保を一体化した総合
施設」は，現行の幼稚園と保育所の制度はそのまま

変えないで，地域の実情や親のニーズに柔軟に対応
するため，新たな幼保教育の枠組みを提示するもの
だ。 

審議のまとめは，既存施設の転換や既存施設の連
携などにより，新しい枠組みによる総合施設の普及
を期待している。 

      新しい総合施設の要件 
 審議のまとめのポイントは，次のとおりである（カ
ッコ内は筆者のコメント）。 

  総合施設は，親の就労の有無や形

態等で区別することなく，適切な幼児教育・保育の
機会を提供することを基本とする（「保育に欠ける
子ども」等の要件を外す）。 

  ３～５歳児については４時間
程度利用の子どもと８時間程度利用の子どもを対象。
０～２歳児については８時間程度利用する子どもを

対象。週数日程度の利用や一時的な利用等も考慮す
る（３歳児未満の入園を容認）。 

  幼稚園教育要領および保育所

保育指針をふまえ，引き続き検討する。 

  地域の実情に応じ，かつ地
域の創意工夫が発揮できるよう，柔軟な対応が可能

なものとすることが必要であり，引き続き検討する
（内閣府が廃止を迫っている「調理室」の設置義務
についてはふれていない）。 

  保育士資格および幼稚園教諭免許の
併有が望ましいが，基本的にはいずれかの資格を有
することで従事可能とすることが適当。 

  設置主体は，安定性・継続
性，質の確保の仕組みを整えたうえで，可能な限り
弾力的なものとなるよう配慮する（内閣府が迫って

いる株式会社参入にはふれていない）。 

  利用したサービスに応じた負担，
子育て家庭の負担能力に応じた負担，地域における

類似施設との負担の均衡等に配慮したものとする。
利用料の設定は，その利用形態をふまえ，各総合施
設で行うことが適当。 

  利用者からの利用料だけでなく，
次世代育成支援の理念に基づき，社会全体が負担す
る仕組みとしていくことが必要。 

  行政の縦割りによる弊害
を排除し，地域の実情に応じた柔軟な対応が可能と
なるようにする。 

（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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